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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
車両ディスプレー画面に表示された画像の再表示を制御する装置であって、縦軸を中心に
回転可能でありかつ該縦軸に対して横に偏位可能である設定部材が設けられている前記装
置において、
　ディスプレー画面に表示されるウインドーであって該ディスプレー画面の寸法よりも小
さくかつ画像詳細をマークする一定の大きさのウインドーが設けられていて、前記設定部
材の回転運動により該ウインドーに示された画像詳細の大きさが調節可能であり、前記設
定部材の横運動により前記ディスプレー画面内の該ウインドーの位置が調節可能であるこ
と、及び前記設定部材の回転運動に対し休止位置が設けられ、各休止位置に画像詳細の所
定の大きさが付設されていることを特徴とする装置。
【請求項２】
設定部材の横運動が、中心位置に関し可逆的に行われることを特徴とする、請求項１に記
載の装置。
【請求項３】
設定部材の偏位の間、一定速度でウインドーの位置変更が行われ得ることを特徴とする、
請求項２に記載の装置。
【請求項４】
画像詳細の拡大／縮小が画像尺度の対応する縮小／拡大により行われることを特徴とする
、請求項１ないし３のいずれか一項に記載の装置。
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【請求項５】
画像が道路地図の部分図であり、画像詳細が１つの場所であることを特徴とする、請求項
１ないし４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
場所が付設のナビゲーションシステムに引き継がれ得ることを特徴とする、請求項５に記
載の装置。
【請求項７】
場所が同時に走行コースの出発地または到着地であることを特徴とする、請求項６に記載
の装置。
【請求項８】
画像が車両内部空間の描写であり、画像詳細が機能要素であることを特徴とする、請求項
１ないし４のいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
エンター機能の実施により、機能要素に付設の操作指示がディスプレー画面に表示される
ことを特徴とする、請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
ウインドーの中心にある画像詳細を選択可能とするエンター機能が設けられていることを
特徴とする、請求項１ないし９のいずれか一項に記載の装置。
【請求項１１】
エンター機能が設定部材の軸運動により実施され得ることを特徴とする、請求項１０に記
載の装置。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ディスプレー画面に表示された画像の再表示を制御する装置に関する。画像
とは、例えば道路地図の部分図である。このような装置は車両に使用され、特に車両のナ
ビゲーションシステムにおいて使用される。ナビゲーションシステムとは、車両のその都
度の現在位置に対して、目的地を認識している際、最適な走行コースを自動的に算出し、
従来の地図素材を使用することなく目的地へ走行するため、適当な視覚的および（または
）聴覚的な指示を援助するシステムとして理解される。
【０００２】
【従来の技術】
　前記ディスプレー画面を基本としたナビゲーションシステムでは、例えば目標地として
の地理的な点を認識するため、または必要な場合は該点をマークするため、表示された部
分地図を変更することが頻繁に要求される。そのために、ディスプレー画面において全体
としてまたは部分的に再表示された部分地図を指定するウインドーは、移動可能となって
いる。その際に地図は、いわば「ディスプレー画面下で移動される」ことになる。例えば
希望の場所、または地理的な環境内における希望の場所をよりよく認識するために、地図
の縮尺を変更することも必要となることがある。既知のナビゲーションシステムでは、ウ
インドーの移動と地図の縮尺の変更は、それぞれのキーを使い、必要な場合はメニュー形
式の制御を介して調節可能な別個の機能である。
【０００３】
　そのために、長い注視時間と操作時間が必要とされる。キーの使用は、手で掴むことが
必要である。さらに、キーにはかなりの場所が必要である。メニュー形式による制御の使
用は、前記２つの機能を実現するために、異なるモード間の切替が必要である。
【０００４】
　ディスプレー画面により支援された操作説明の場合、ドイツ特許公開第４４１０９８５
号公報より周知であるように、本発明をさらに適用することができる。その場合、機能要
素、例えばスイッチ用の操作指示または機能指示が、ディスプレー画面に出来るだけ迅速
にかつ快適に表示できることが必要である。



(3) JP 4225638 B2 2009.2.18

10

20

30

40

50

【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
　本発明の課題は、ディスプレー画面におけるウインドーの移動と該ウインドーによりマ
ークされた部分画像の大きさとが、容易かつ迅速な方法で変更可能である、冒頭に記載さ
れた形態の装置を創成することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を請求項１の構成、即ち、車両ディスプレー画面に表示された画像
の再表示を制御する装置であって、縦軸を中心に回転可能でありかつ該縦軸に対して横に
偏位可能である設定部材が設けられている前記装置において、ディスプレー画面に表示さ
れるウインドー（フレームとも称する）であって該ディスプレー画面の寸法よりも小さく
かつ画像詳細をマークする一定の大きさのウインドーが設けられていて、前記設定部材の
回転運動により該ウインドーに示された画像詳細の大きさが調節可能であり、前記設定部
材の横運動により前記ディスプレー画面内の該ウインドーの位置が調節可能であること、
及び前記設定部材の回転運動に対し休止位置が設けられ、各休止位置に画像詳細の所定の
大きさが付設されていることにより解決する。映像として表示された部分地図の利用の場
合は、設定部材の並進運動は部分地図内におけるフレームの位置を移動し、該設定部材の
回転運動は部分地図の大きさを変更する。
【０００７】
　請求項２ないし４には、本発明の有利な構成が記載されている。これらの構成により、
設定部材の横運動が中心位置に関し可逆的に行われること、設定部材の偏位の間、一定速
度でウインドーの位置変更が行われ得ること、並びに画像詳細の拡大／縮小が画像尺度の
対応する縮小／拡大により行われることが提案されている。これらの構成は、設定部材の
運動可能性とこれと関連する表示された画像または部分画像の変更とに関するものである
。請求項５および８は、道路地図又は車内内部空間の描写という既述の利用の場合の記載
である。請求項１０および１１では、請求項１以下で記載しているような視覚的な選択に
加えて、機能的な選択を可能としている。請求項６および７および９では、最終的にこの
特有な選択を具体化している。これは、実施形態として、部分地図の適当な変更により場
所を設定し、そしてナビゲーションシステムで処理する可能性を含むものである。
【０００８】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明を図面を用いてさらに説明する。詳細には示さない車両に対するナビゲー
ションシステムにおいて、３つのマーク（例えば、場所Ａ、Ｂ、Ｃ）で象徴される部分地
図が、ディスプレー画面１に示されている。更に、中心に十字線３をもつフレーム（ウイ
ンドー）２がディスプレー画面１内に示されている。再表示される部分地図は、広地域の
地図内にしてその縮尺における該部分地図の位置に関して、手動で操作される操作要素４
を用いて制御される。これを、図２と３によって説明する。
【０００９】
　マークＡが、車両利用者に対して特別な興味の対象となっていると仮定する。これは、
例えば設定すべき走行コースの出発地、または目的地として利用するものである。フレー
ム２は、図１で示されたフレーム２の位置から外れ、ディスプレーの右下方向に移動させ
られる。ヨーロッパ特許第０３６６１３２号より周知であるように、操作要素４は、軸４
’の周りに回転可能であり、更に軸方向において可逆運動が可能である。その上、２つの
並進自由度、すなわち軸４’に対して水平方向および垂直方向に運動可能または傾斜可能
である。
【００１０】
　図１に示す矢印５の方向への操作要素４の並進運動により、ディスプレー画面１におけ
るフレーム２は、矢印５の方向へ移動する。図２に示すように、十字線３は点Ａをマーク
する。ディスプレー画面１で検索される点が存在しない限りは、該点をディスプレー画面
１に再表示することが可能である。このため、フレーム２は、操作要素４の並進運動によ
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当たりそのままの状態で維持される。さらに操作要素４が、図示のように並進して偏位す
ると、フレーム２は、いわゆるそのストッパに接する状態となる。そして前記部分画像は
、今度は矢印５とは反対の方向に移動させられる。これにより、広地域の地図において右
下方向に続く部分地図がディスプレー画面１上に次々と示される。
【００１１】
　図２で示された状態に続いて、画像点Ａを拡大した尺度で表示することも可能である。
このため、操作要素４がその軸を中心に回転させられる（矢印６）。それにより縮尺は大
きくなり、或いは反対方向の回転運動で縮尺は小さくなる。尺度の拡大においては、画像
点Ａは拡大されて表示される。全体としての尺度が変更されるので、点Ｂ及びＣは、それ
に応じて互いに遠く離れかつ点Ａから遠く離れることになる。
【００１２】
　画像点Ａは、例えば走行コースの到着点として、操作要素４を軸方向へ動作させること
により、ナビゲーションシステムに入力することができる。画像点Ａは、走行コースを算
出するために、付加的な処理をすることなく用いられる。
【００１３】
　ディスプレー画面１に表示される画像は、地図に限らず、例えば車両内部に関する撮影
でもよく、詳細としてここでは同じくＡを、フレーム２の適当な運動により選択すること
ができる。該詳細が、十字線３によってマークされた位置に存在すれば、例えばＡにより
マークされた操作スイッチ用の操作説明が、操作要素４の軸方向運動後にディスプレー画
面１に再表示される。該再表示は、例えばそのために表示されるウインドーに、先ずディ
スプレー画面１に表示された車両内部空間画像の代わりとして示すことができる。ここで
も、操作要素４の回転運動により表示の尺度を変更することができる。
【００１４】
　本発明により、異なる入力モード間を切替えることなく、迅速かつ直観的に目的地或い
は特徴ある画像点を確認し選択することが可能である。全ての操作は、単一の操作要素を
用いて行われ、操作要素の切替に無駄な時間をかけることがない。
【図面の簡単な説明】
【図１】ディスプレー画面に表示された道路地図と付設の設定部材との平面図である。
【図２】設定部材の並進運動の場合実施される道路地図内のウインドーの運動を示す図で
ある。
【図３】設定部材の回転運動による縮尺の変更を示す図である。
【符号の説明】
１　　　　　　ディスプレー画面
２　　　　　　フレーム
３　　　　　　十字線
４　　　　　　操作要素
４’　　　　　操作要素の軸
５　　　　　　操作要素の並進運動の方向
６　　　　　　操作要素の回転運動の方向
Ａ、Ｂ、Ｃ　　場所
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